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    ２０２６年２月２７日 

 

 

２０２６年度事業計画の認可申請について 

 

 ＮＴＴ株式会社は、２０２６年度事業計画（単体）について、本日、次のとおり総務大臣に認可申請を行いました。 

 

Ⅰ．情報通信を取り巻く環境 

情報通信については、ブロードバンド通信環境の充実やスマートフォン・タブレット等の普及・浸透に加え、第５

世代移動通信システム（５Ｇ）のサービス拡大、クラウドコンピューティングの利用拡大、デジタルツイン、量子コン

ピューティング、ＷＥＢ３等の新たな技術が急速に進展している。また、さまざまなデータが蓄積され、その利用環

境の整備を図ることにより、データの分析・活用が進み、人々の生活における利便性や各産業における効率性の

向上等、幅広い分野で新たな価値の創造・提供が可能となってきており、ＡＩの普及・高度化によって、さらに加速

していくと考えられる。こうしたイノベーションの創出は、デジタル田園都市国家構想実現やＤＸ・イノベーション加

速化プラン２０３０に向けた取り組みにより一層進展していくと想定される。 

情報通信市場においては、様々な事業者が、既存の業種・業態の枠組みを超えた連携によりＩＣＴの利活用を通

じ、持続的な経済成長、地方創生の実現、少子高齢化等の社会的課題の解決のため、多様で革新的な新規サー

ビスの創出に努めてきている。 

一方で、社会活動や経済活動におけるデジタルシフトの進展や、ＡＩの普及・高度化に伴うデータ流通量・消費

電力増加への対応、新たな価値創出や社会課題の解決、高度化・複雑化するサイバーセキュリティ上の脅威、手

口が巧妙化する特殊詐欺、激甚化する災害への対策強化等、安心安全な社会システムの運営及び豊かな国民

生活の実現に向けた情報通信の役割はより重要となってきている。 
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Ⅱ．ＮＴＴの責務 

当社は、このような情報通信をとりまく環境の中で、ユニバーサルサービスの確保に寄与するため、ＮＴＴ東日

本株式会社及びＮＴＴ西日本株式会社（以下、「東西地域会社」という。）に対する必要な助言、あっせん、その他

の援助を行う考えである。 

 

Ⅲ．基本的なグループ経営方針 

令和５年５月に発表したNTTグループ中期経営戦略「Ｎｅｗ ｖａｌｕｅ ｃｒｅａｔｉｏｎ ＆ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ ２０２７ ｐｏｗ

ｅｒｅｄ ｂｙ ＩＯＷＮ」に基づき、新たな価値創造と地球のサステナビリティのために取り組んでいく。具体的には、ＩＯ

ＷＮやデータ・ドリブンによる新たな価値創造、循環型社会の実現、事業基盤の更なる強靭化、それを支えるお客

様体験（ＣＸ）や従業員体験（ＥＸ）の高度化に取り組み、グループ全体の発展に向けた経営を推進していく。 

加えて、当社は、令和７年７月に社名を「ＮＴＴ株式会社」に改めるとともに、新たにＮＴＴ Ｇｒｏｕｐ’ｓ Ｃｏｒｅを制定

した。また、令和７年９月にＮＴＴデータグループを完全子会社化し、ＮＴＴグループ全体の成長を通じて中長期的な

発展に向けて取り組んでいく考えである。 

ＩＯＷＮ等をはじめとした基盤的研究開発については、これまで同様、積極的かつ継続的に推進していく考えで

ある。また、株主還元として、剰余金の配当については、継続的な研究開発の推進やユニバーサルサービスの確

保への寄与を前提に、財務体質の健全性を確保しつつ、継続的な増配を基本としていく。  

中期経営戦略等の取り組みにおいては、現行法の枠組みの下で公正競争条件を確保して進めていく考えであ

る。 

 

Ⅳ．令和８（２０２６）年度のグループ経営方針 

 令和８年度の事業経営にあたっては、この基本的な考え方に基づき、先進的なブロードバンドネットワークの構

築や５Ｇ等を活用した多彩なサービスの提供に加えて、持続成長する社会における課題に対応するため、「オー

ルフォトニクス・ネットワーク」、「デジタルツインコンピューティング」、「コグニティブ・ファウンデーション」から構成さ

れるＩＯＷＮ構想の実現に向けた取り組みをはじめＢｅｙｏｎｄ ５Ｇ（６Ｇ）時代を見据えた移動・固定を跨るコアネット

ワーク等に係る研究を加速し、技術革新を通じた新たな価値創造を実現していく。 
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 オープンイノベーションを継続・強化し、新たなビジネスモデルを支える技術や人材を生み出す研究開発活動に

より、将来にわたって安定した事業の発展に期するとともに、これらの成果をお客さま、株主の皆様及び社会に積

極的に還元できるよう努め、情報通信産業の発展に寄与することとする。 

 さらには、安心・安全なＩＣＴ基盤確保に向けた情報通信ネットワークの高度化・強靭化等災害対策への更なる取

り組みや、指針を遵守した共同調達によるコスト低減等を通じたお客さま還元や研究開発の促進を推進していく。 

 自動運転サポートや遠隔医療等、５Ｇによる新たな利用シーンの創出に向けた取り組みに加え、大容量と低遅

延が特徴である「オールフォトニクス・ネットワーク（ＡＰＮ）」サービスの拡大やＮＴＴ版ＬＬＭ「ｔｓｕｚｕｍｉ２」の普及拡

大・高度化等を進めていく。さらに「光電融合デバイス」についても、コンピュータ内部のボード間接続を光化させる

「ＩＯＷＮ２．０ ＰＥＣ－２」の商用化に向けた取り組みや、パッケージ間接続を光化させる「ＩＯＷＮ３．０、ＰＥＣ－３」

の研究開発を加速していく。加えて、次世代計算基盤として期待される「光量子コンピュータ」の実現に向けた研究

開発を推進し、１００万量子ビット達成に向けて取り組んでいく。 

 また、データ・ドリブンによる新たな価値創造に向けて、パーソナルビジネス強化、社会･産業のＤＸ/データ利活

用の強化を図り、お客さま体験（ＣＸ）を高めるサービスを提供していくことにより、持続的な事業成長を図っていく

とともに、従業員体験（ＥＸ)の高度化に取り組んでいく。加えて、情報セキュリティも含めた内部統制機能等ガバナ

ンスの一層の強化・充実、サイバーセキュリティ対策の強化等を図っていく。また、経済安全保障への対応やネッ

トゼロと経済成長の同時実現に向けた取り組みを更に推進していく。 

令和８年度事業計画においては、以上の考え方をふまえ、次の項目に重点をおいて事業経営を行うこととし、そ

の遂行にあたっては経営環境の変化に即応しつつ弾力的に行う。 

 

Ⅴ．令和８（２０２６）年度事業計画 

１．助言・あっせん等 

当社は、東西地域会社に対し、適切な株主権の行使を行うとともに、良質かつ安定的なユニバーサルサービス

の確保に向けて、電気通信ネットワークの品質及び高度化に係わる企画・調整、天災等非常事態の発生時にお

ける統括・調整機能の発揮、効率的な資金調達の実施及び資材調達の方針策定等、必要な助言、あっせん、そ

の他の援助を行っていく。 
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 あわせて、東西地域会社を含めたグループ各社に対し、事業経営の効率化・事業機会の拡大等に関する経

営支援、グループの中核となる人材の育成支援、現行法の枠組みの下での公正競争条件の遵守やコンプライア

ンスの徹底等を実施していく 

 

２．基盤的研究開発の推進 

Ｂｅｙｏｎｄ ５Ｇ（６Ｇ）を含むＩＯＷＮ構想を早期に実現するべく、光電融合技術の研究開発の加速や、ＩＯＷＮ光コ

ンピューティングへの実装領域拡大に向けて、ネットワーク基盤技術、新たなサービスやアプリケーションの基盤と

なる技術、先端及び基礎的な技術の調和を図りながら、付加価値の高い研究開発の推進を強化するとともに、ＩＯ

ＷＮ Ｇｌｏｂａｌ Ｆｏｒｕｍをはじめとして国内外において、他研究機関・パートナー企業等と連携したイノベーションや

技術交流、普及・知財・標準化活動等に引き続き積極的に努めていくこととする。 

また、これらの基盤的研究開発については、その成果を活用し継続的な費用負担に応じる東西地域会社等か

らの基盤的研究開発収入により、グループ全体の成長を見据えて研究開発力を強化するとともに、一層の効率化

を図りつつ継続的に実施することとする。 

具体的には、次の項目について重点的に研究開発を推進する。 

 

（1）インフラ系研究開発 

あらゆるものを「つなぐ」ための情報ネットワーク社会基盤を発展させるために、情報ネットワークを利用するお

客さまやサービス事業者の多様なニーズに柔軟に応えられる経済性の高いネットワークの実現のための研究開

発に引き続き取り組む。 

具体的には、ＡＰＮサービスの更なる大容量化や低消費電力化に向けた研究開発に加え、汎用装置を組み合

わせて柔軟なネットワークを実現する転送系機能の技術や、自律化・自動化が可能なオペレーション技術、ソフト

ウェアにより需要に応じて柔軟に規模を変更できる高スケール性と冗長性を持つデータセントリックインフラストラ

クチャ（ＤＣＩ）に加え、これらのオーケストレーション技術等の研究開発を推進する。 

また、重要な社会インフラである通信設備の維持管理に関する技術や災害に強いネットワークの構築に資する

研究開発、移動固定融合型のサービス創出や宇宙における衛星間の光無線通信を見据えた異なる領域に適用
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可能な共通のネットワーク基盤の実現に向けた研究開発を推進する。 

 

（2）ユーザ系研究開発 

人々の生活をより豊かに快適にする先進的なサービスの創造に向けて、通信技術とコンピュータ技術を融合し

た、ＡＩ、メディア処理、パーソナライズ、クラウド、セキュリティ等の技術に関する研究開発に引き続き取り組む。 

具体的には、令和７年１０月にリリースしたｔｓｕｚｕｍｉ２の更なる高度化、自然な対話を実現する音声対話ＡＩ、言

語以外の大規模モデル（大規模行動モデル、ワールドモデル等）、ＡＩ同士が自律的に連携し議論するＡＩコンステ

レーション、分散型社会を見据えた認証・暗号化やサイバー攻撃対応等のセキュリティ関連技術に加え、カーボン

ニュートラルに資する研究開発を推進する。 

また、グループ内のセキュリティ技術者を育成すると同時に、産業界全体のスキル向上に向けた他企業や大学

等への支援活動も行っていく。 

 

（3）基礎技術研究開発 

日本の情報通信の創意ある向上と発展に寄与し、将来の情報通信を支える技術研究における先導的な地位を

確保するための基礎技術の研究開発に引き続き取り組む。 

具体的には、次世代の大容量・長距離光伝送技術のさらなる高度化、カーボンニュートラルに向けサーバーを

含め、より一層の低消費電力化を実現する光電融合デバイス・集積ナノフォトニクス技術等の研究を推進する。 

また、現状の情報処理能力を凌駕する光量子コンピューティング関連技術、環境負荷やユーザの利便性向上

に配慮した先端材料・デバイスの研究、多様なシーンにおける人間の感覚・運動・情動メカニズムの科学的解明

等、革新的な原理・新コンセプトの研究もあわせて推進する。 

 

以上についての設備投資計画の概要は別表のとおりである。 

 

 本件に関するお問合わせ先 

 経営企画部門 事業計画担当 



別表

（単位：億円）

項　　目 所要見込額

1．研　究　施　設 170

2．共　通　施　設　等 30

　　合　　　　計 200

令 和 ８ 年 度 設 備 投 資 計 画
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（添付資料）

令 和 ８ 年 度 収 支 計 画
（単位：億円）

区　    別 金　　額

経　　常　　損　　益 6,670

　（注１）　このうち、グループ経営運営収入等は２２０億円である。

　（注２）　このうち、基盤的研究開発費用は１，２９０億円である。

　　計 2,950

費　用　の　部

営　業　費　用 1,760

営　業　外　費　用 1,190

営　業　外　収　益 260

　　計 9,620

別添-１

収　益　の　部

営　業　収　益 9,360

（注２）

（注１）
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（添付資料）

令 和 ８ 年 度 資 金 計 画
（単位：億円）

資　金　収　入

営　業　的　収　入 9,590

営　業　収　入 9,330

営　業　外　収　入 260

資　本　的　収　入 10,550

長 期 借 入 金 及 び 社 債 7,670

そ の 他 の 資 本 的 収 入 2,880

預　り　消　費　税 160

前 年 度 よ り の 繰 越 金 7,600

　　　　計 27,900

資　金　支　出

営　業　的　支　出 2,710

営　業　支　出 1,530

営　業　外　支　出 1,180

資　本　的　支　出 21,020

設　備　投　資 200

そ の 他 の 資 本 的 支 出 20,820

決　算　支　出 4,030

仮　払　消　費　税 130

翌 年 度 へ の 繰 越 金 10

　　　　計 27,900

別添-２

区　　別 金　　額
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２０２６年２月２７日 

 

 

 

２０２６年度事業計画の認可申請について 

 

 

ＮＴＴ東日本株式会社は、２０２６年度事業計画(単体)について、本日、次のとおり

総務大臣に認可申請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

 

経営企画部 経営マネジメント部門 

TEL：03-5359-2997 



 

－1－  

Ⅰ．情報通信を取り巻く環境 

情報通信は社会経済活動に欠くことのできない基盤として、これまでも国民生活の利

便性の向上や地域の活性化、企業活動の効率化、新たなビジネスの創出及び産業全般の

国際競争力の強化への貢献が大いに期待されている。そのような中、リアルとオンライ

ンが共存した働き方・ライフスタイルが定着、デジタル化・オンライン化の流れが進展

し、それらを支える社会基盤として、その重要性が増してきている。 

また、その市場はブロードバンド化・グローバル化の進展、生成ＡＩ、メタバース、

デジタルツイン、量子コンピューティング等の新たなテクノロジーの進展、モバイル通

信端末の高度化に加え、スマート農業、遠隔医療、陸上養殖等の情報通信技術を活用し

た社会課題の解決に向けた取り組みなど、従来の枠組みを超えた構造変化が進展してい

る。 

地域通信市場についても、光アクセスを基盤としたサービス競争の激化、多様な無線

端末を利用した新たなサービスの拡大とそれらに伴うお客様の利用用途の多様化、リモ

ートワークの浸透や生成ＡＩの急速な普及等によるデータ通信量の増加など、大きく変

化している。 

 

 

Ⅱ．ＮＴＴ東日本の責務 

当社は、このような厳しくかつ激変する事業環境の中で、情報通信産業の責任ある担

い手として、コンプライアンスをより一層徹底し、公正競争の厳格な確保に努めるとと

もに、経営基盤の安定・強化を図りつつ、今後とも良質かつ安定的なユニバーサルサー

ビスを提供していく。 

メタル設備を利用した固定電話については、利用の減少や老朽化した設備の維持限界

などにより、２０３５年頃までにはサービスレベルの維持が困難な状況を迎えることか

ら、光やモバイルを活用したサービスへと段階的に移行し、これまでと同様、固定電話

をご利用いただける環境を整備していく。 

また、地域に根ざしたエンジニアリング力を活用した、大規模自然災害やサイバーセ

キュリティの脅威・データ通信量の増大に対応可能な高度かつ強靭な最高品質の通信ネ

ットワークの構築と、災害等の際の迅速な復旧に向けた地域のインフラ企業との連携強

化等により、社会的インフラとしての信頼性を確保していく。 

 

 



 

－2－  

Ⅲ．基本的な経営方針 

当社は、通信基盤を活用した新しいサービス・商品の提供等を通じて、ブロードバン

ド環境の充実と光サービスの更なる利用層拡大に努め、ＩＣＴ利活用による働き方改革、

生産性・利便性向上等の実現に資することにより、少子高齢化やそれに伴う生産年齢人

口の減少、カーボンニュートラル実現等の経済的、社会的課題の解決に加え、地域の新

たな価値創造に尽力し、夢や希望を感じられる循環型社会を地域と共に共創し、持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献していく。 

 

 

Ⅳ．令和８（２０２６）年度の経営方針 

令和８年度の事業経営にあたっては、基本的な経営方針に基づき、家庭や地域コミュ

ニティにおける生活に密着したＩＣＴの新たな利用シーンの創出、ＳａａＳ・クラウド

等を活用したＩＣＴ利用環境の充実、ローカル５Ｇをはじめとする様々なネットワーク

を利用したビジネスユーザ向けのサービス開発・提供等を通じて、光アクセスのより一

層の普及拡大と利活用促進に努めるとともに、ブロードバンドネットワーク基盤の更な

る高度化・高速化を実現し、社会のデジタルトランスフォーメーションの進展に寄与し

ていくとともに、「Ａｌｌ－Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ Ｃｏｎｎｅｃｔ ｐｏｗｅｒｅｄ 

ｂｙ ＩＯＷＮ」の利用拡大を通じ、データ駆動社会を支える最先端技術の社会実装を

進めていく。さらに当社は、光コラボレーションモデルにより、あらゆる分野のサービ

ス提供事業者に世界最高水準のネットワークを基盤としたサービスを適正かつ公平に

提供し、多様な価値創造を下支えしていく。 

また、このネットワーク基盤の上に、光ＩＰ電話や映像サービスはもとより、保守・

サポートまで含めた幅広いサービスを提供することに加え、様々な業種の企業・地方自

治体・研究機関等との更なる連携を進め、地域の価値をＩＣＴ・デジタル技術で拡張す

ることにより「地域の未来を支えるソーシャルイノベーション企業」として、お客様の

価値創造に努めることでデジタル田園都市国家構想や地方創生２．０の実現にも貢献し

ていく。加えて、災害の激甚化・頻発化、人口減少・少子高齢化等により地域の防災を

取り巻く課題が深刻化していることを踏まえ、当社がこれまでの災害対応で培った経験

やノウハウ、最新のクラウドやＡＩ技術を活用し、地域防災力の高度化に貢献していく。 

その一方、ＡＩ等デジタル技術の活用を通じた自らのデジタルトランスフォーメーシ

ョンを進めるとともに、指針を遵守した共同調達を活用することで、更なる経営の効率

化・生産性向上を図り、経営基盤の安定・強化と、将来にわたっての安定した事業の発

展を期し、これら施策の成果をお客様、地域社会、更には持株会社を通じてＮＴＴ株主

の皆様に還元できるように努めていく。 
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Ｖ．結文 

以上の考え方に立ち、今年度の事業経営を次の項目に重点を置き行うが、その遂行に

あたっては経営環境の変化に柔軟に即応しつつ弾力的な事業運営に努めていくことと

する。 
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１.音声伝送サービス 

(1) 加入電話 

加入電話については、移転を含め、すべての需要に即応することとしてお

り、令和８年度末の加入数は、約４５６万加入となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

増   設 ▲４３万加入 

移   転  ４１万加入 

 

 (2) 福祉電話 

福祉社会の進展に伴い、電気通信サービスに対する福祉面での社会的要 

  請に応えるため、シルバーホン（あんしん、めいりょう、ひびき、ふれあ 

  い）等の福祉関係商品の提供を推進することとする。 

 

項   目 計 画 数 

シ
ル
バ
ー
ホ
ン 

あんしん １４百個 

めいりょう   ０百個 
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(3) 公衆電話 

 公衆電話については、社会生活上の安全および戸外における最低限の通信

手段の確保を図りつつ、低利用の公衆電話については設置基準に則り効率化

を図っていくこととする。また、利用促進及び災害等緊急時に備え、設置場

所の公開など、利便性向上の取り組みに引き続き努める。   

 なお、令和８年度末の施設数は、約３６千個となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

公衆電話 ▲５千個 

 

 

 (4) 総合ディジタル通信サービス 

 総合ディジタル通信サービスについては、令和８年度末の回線数は、ＩＮ

Ｓネット６４が約３８３千回線、ＩＮＳネット１５００が約３千回線となる

見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

ＩＮＳネット６４  ▲６１千回線 

ＩＮＳネット１５００   ▲１千回線 
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２.データ伝送サービス 

 拡大するブロードバンドサービスの需要に対応し、ひかり電話や映像等の光

ならではのサービスの訴求により光アクセスサービスの普及拡大に努めると

ともに、多様なサービスの提供に努めていく。なお、令和８年度末のフレッツ

光契約数は、約１，３６４万契約となる見込み（令和７年度の純増数見込は１

０万契約）である。 

 

項   目 計 画 数 

フレッツ光 １０万契約 

            （光コラボレーションモデルを含む） 

 

 

３.専用サービス 

専用サービスについては、令和８年度末の回線数は、一般専用サービスが約

５１千回線、高速ディジタル伝送サービスが約２千回線となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

一般専用サービス   ▲２１千回線 

高速ディジタル伝送サービス   ▲２千回線 

 
 

４.電報サービス 

電報サービスについては、サービスの充実・業務の効率化を推進するため 

のシステム維持等を実施する。 
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５.電気通信施設の改良・高度化 

(1) アクセス網の光化 

アクセス網の光化については、ブロードバンドサービスの需要等に対応し

つつ、効率的に推進する。 

 

項   目 計 画 数 

加入者光ケーブル  ７０万心Ｋｍ 

 

 

(2) 通信網 

通信網については、ブロードバンドサービス需要等に対応しつつ、サービ

スの高度化及びネットワークの効率化等を推進する。 

 

(3) 防災対策 

防災対策については、電気通信設備の災害対策、緊急通信の確保対策、 

  大規模災害等を考慮した危機管理・復旧体制の強化及び災害発生後の情報 

  流通支援への取り組み等、必要な対策を推進する。 

 

(4) 通信線路の地中化 

通信線路の地中化については、通信設備の信頼性の向上、安全で快適な 

  通行空間の確保、都市景観の向上等の観点から、行政、自治体、他企業と 

の連携を図りつつ推進する。 
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(5) 施設整備 

施設整備については、安定的かつ良好なサービスに向けて、ケーブルの 

取替等を実施し、お客様サービスの維持並びに作業の安全、社会環境との 

調和、通信システムの維持安定化を図る。 

また、電気通信施設の改良・高度化にあたっては、既存設備の徹底活用 

等によるコストの低廉化を推進する。 

 

 

６.研究開発の推進 

経営基盤の安定・強化を図り、お客さまに快適な通信サービスを提供する

ため、電気通信ネットワークの高度化を図るネットワークシステムやアクセ

スシステムの研究開発を推進する。また、安全で便利な情報通信サービスに

よる地域社会の課題解決に向けたＤＸ、ＡＩ、データ活用等の研究開発や、

電気通信ネットワークを活用した付加価値事業等、地域の新たな価値創造に

向けた研究開発についても推進する。 

 

以上の主要サービス計画及び設備投資計画の概要は別表のとおりである。 

 



別表－１

単　位

音声伝送サービス

加　入　電　話

増　　設 万加入 ▲ 43

移　　転 万加入 41

百個 14

千個 ▲ 5

ＩＮＳネット６４ 千回線 ▲ 61

ＩＮＳネット１５００ 千回線 ▲ 1

データ伝送サービス

フレッツ光 万契約 10

千回線 ▲ 21

千回線 ▲ 2
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高速ディジタル伝送サービス

一 般 専 用 サ ー ビ ス

令和８年度　主 要 サ ー ビ ス 計 画

専 用 サ ー ビ ス

区　　　　　別 計　　画

福祉用電話（シルバーホン）

公　衆　電　話

総合ディジタル通信サービス

（光コラボレーションモデルを含む）



別表－２

（単位：億円）

（注）

１． 2,430

（１） 1,070

（２） 280

（３） 専 用 1,080

（４） 電 報 0

２． 10

３． 110

合　　　　　計 2,550

（注）このうち、アクセス網の光化分は約１，０７０億円である。
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サービスの拡充・改善

令和８年度　設 備 投 資 計 画

区　　　　　別 所要見込額

音 声 伝 送

共 通 施 設 等

研 究 施 設

デ ー タ 伝 送



別添－１
　（添付資料）

（単位：億円）

15,830

音　声　伝　送　収　入 3,550

2,690

専　用　収　入 5,130

電　報　収　入 40

そ　の　他　の　営　業　収　入 4,420

200

計 16,030

14,030

業　務　運　営　費 11,050

租　税　公　課 810

減　価　償　却　費 2,170

50

計 14,080

1,950
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令和８年度　収 支 計 画

区　　　　　別 金　　額

収 益 の 部

営 業 収 益

デ ー タ 伝 送 収 入

営 業 外 収 益

費 用 の 部

営 業 費 用

営 業 外 費 用

経 常 損 益



別添-２
（添付資料）

（単位：億円）

金　　額

資　金　収　入

営　業　的　収　入 17,290

営　業　収　入 17,090

営　業　外　収　入 200

資　本　的　収　入 1,350

長 期 借 入 金 及 び 社 債 380

そ の 他 の 資 本 的 収 入 970

預　り　消　費　税 1,570

前年度よりの繰越金 50

　　　　計 20,260

資　金　支　出

営　業　的　支　出 13,960

営　業　支　出 13,910

営　業　外　支　出 50

資　本　的　支　出 3,270

設　備　投　資 2,550

そ の 他 の 資 本 的 支 出 720

決　算　支　出 1,680

仮　払　消　費　税 1,300

翌 年 度 へ の 繰 越 金 50

　　計 20,260

区　　　　　　別

令和８年度 資 金 計 画
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   ２０２６年２月２７日 

 

２０２６年度事業計画の認可申請について 

 

 

ＮＴＴ西日本株式会社は、２０２６年度事業計画（単体）につい

て、本日、次のとおり総務大臣に認可申請を行いました。 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問合せ先】 
 

経営企画部 広報室 
 ＴＥＬ：０６－６４９０－００２４   
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Ⅰ．情報通信を取り巻く環境 

 情報通信は、生成ＡＩ、デジタルツイン、量子コンピューティング、ＷＥＢ３などの進展に

よる新たなＩＣＴ社会の形成を通じて、社会経済活動の効率化・活性化、国民生活の利便性向

上、地方創生等に大きく貢献することが期待されており、官民一体となってそれらの実現に取

組んでいるところである。そのような中、あらゆる事業・生活でＡＩの普及・高度化に伴うデ

ジタル化・オンライン化の流れがより一層進展し、流通するデータ量が増大していくとともに、

サイバーセキュリティ上の脅威も高度化・複雑化しており、それらを支える社会基盤としての

重要性が増してきている。 

 また、情報通信市場は、ブロードバンド化・グローバル化の進展、スマートデバイスやソー

シャルメディアなどの普及により、ニーズや利用形態の高度化・多様化が更に進み、ビッグデ

ータ、ＩｏＴの活用、プラットフォーム型サービスやクラウドサービスの拡大など、市場構造

の変化が進展している。 

 通信市場においては、光アクセスを基盤としたサービス競争に加え、モバイルの高速化によ

るサービス間競争が進み、固定と移動、通信と放送、更には、多様な無線端末の活用によるサ

ービスの融合が進展するなど、大きく変化してきている。 

 

Ⅱ．ＮＴＴ西日本の責務 

 当社は、このような激変する事業環境の中、ユニバーサルサービスの見直しの方向性を踏ま

えた良質で安定的なサービスの提供、高品質かつ安心・安全な通信ネットワークの構築、災害

などの際の迅速な復旧、従前から実施している利用者への丁寧な周知・説明を進め、ＩＣＴ基

盤となる光アクセス網の充実、メタル設備を利用した加入電話の光・モバイルを用いたサービ

スへの段階的な移行、公正な電気通信市場形成への寄与、応用的研究開発の推進などにより、

電気通信における信頼性・公共性の確保などに努めていく。 

 

Ⅲ．基本的な経営方針 

 当社は、“光”の特性を活かしたオープンな通信基盤を提供するとともに、最先端の技術・イ

ノベーションに基づくＩＯＷＮ構想の具現化やデータ・ドリブンによる新たな価値創造などを

推進し、お客様の“利用形態に合わせた多彩なサービス”の提供を通じて、持続可能な地域社

会の実現や地球のサステナビリティに貢献していく。 

 また、令和７年７月に社名を「ＮＴＴ西日本株式会社」に改めるとともに、ＣＩを刷新して

おり、既存ブランド価値を活かしながら、ＮＴＴグループの技術力やケイパビリティを分かり

やすく示し、先進的な企業としてのブランド向上を図っていく。 

 事業活動にあたっては、現行法の枠組みの下で公正競争条件を厳格に確保するとともに、コ

ンプライアンスの徹底に努める。 

 

Ⅳ．令和８（２０２６）年度の経営方針 

 令和８年度の事業経営にあたっては、この基本的な経営方針に基づき、より快適で安心・安

全な通信基盤の提供を進め、地方創生に資するＩＣＴの新たな利用シーンの創出、フレッツ光

クロス提供エリア拡大による更なる高速化、多様なサービス提供事業者への光コラボレーショ

ンモデルの適正かつ公平な提供やアライアンスの推進による新たなサービスを創造するなど、

あらゆる人々が幸せで豊かな未来の実現に向けたバリュークリエーションパートナーとして、

新たな価値の共創に尽力する。また、２０２５年大阪・関西万博などにおいて世界の皆さまに

体感していただいたＩＯＷＮの利用シーンのさらなる開拓に取組み、「オールフォトニクス・ネ

ットワーク（ＡＰＮ）」等のデータ・ドリブン社会を支える最先端技術の社会実装を進めていく。
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加えて、地域密着型の営業活動を通じて、お客様のご意見・ご要望などへ的確かつ迅速な対応

を行うとともに、最新技術、設備・拠点などの経営資源を活かし、地域社会のデジタル化への

取組支援、教育ＤＸなどのデジタルの力を活用した社会課題解決への取組により、デジタル田

園都市国家構想や地方創生２．０の実現に貢献する。 

 あわせて、社会的な重要インフラの提供を担う事業者として、通信サービスの安定的提供の

確保、設備事故の未然防止、激甚化する自然災害などの大規模災害を想定した通信ビルの水防

対策、中継網設備の冗長化、サービス影響最小化に向けた予備電源長時間化などの設備対策の

強化を通じて、通信ネットワークの強靭化に努めるとともに、災害など有事の際の復旧や被災

者及び関係者への多様な通信手段の提供などにおけるグループ総力を挙げた活動を通じてお客

様の信頼にお応えするなど、安心・安全な社会の実現に貢献する。また、令和７年度における

通信サービス障害を重く受け止め、同様の事象を発生させることのないよう、再発防止策であ

るフェールセーフ機能の具備や、作業進捗管理および工事前チェックの強化等に取組み、重要

インフラである通信サービスを提供する企業としての社会的責任を果たしていく。 

 さらには、ＡＩ等デジタル技術の活用を通じた自らのデジタルトランスフォーメーションに

より一層の経営の効率化に努め、経営基盤の安定・強化を図るとともに、情報セキュリティの

強化等ガバナンスの充実に向け、継続的に取組んでいく。また、接続の円滑化とネットワーク

のオープン性の確保に向けた取組み、人材の育成、グループ企業とも連携した新規事業の展開、

環境負荷軽減への貢献などを積極的に推進し、共同調達を活用することにより、将来にわたっ

て安定した事業の発展を期するとともに、これらの施策の成果をお客様、地域社会、また持株

会社を通じて株主の皆様に還元できるように努めることとする。 

 

Ⅴ．結文 

 以上の考え方に立ち、次の項目に重点をおいて事業経営を行うこととし、その遂行にあた

っては経営環境の変化に即応しつつ弾力的に行っていく。 
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１.音声伝送サービス 

(1) 加入電話 

加入電話については、移転を含め、すべての需要に即応することとして 

  おり、令和８年度末の加入数は、約４１８万加入となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

増   設 ▲４５万加入 

移   転  ４５万加入 

 

 (2) 福祉電話 

福祉社会の進展に伴い、電気通信サービスに対する福祉面での社会的要 

  請に応えるため、シルバーホン（あんしん、めいりょう、ひびき、ふれあ 

  い）等の福祉関係商品の提供を推進することとする。 

 

項   目 計 画 数 

シ
ル
バ
ー
ホ
ン 

あんしん １０百個 

めいりょう １百個 
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 (3) 公衆電話 

   公衆電話については、社会生活上の安全及び戸外における最低限の通信手 

段の観点から設置している公衆電話を維持しつつ、ご利用の少ない公衆電話 

の見直しを進めることとする。また、車いす利用者用公衆電話ボックスの継

続的な維持など、福祉サービスの提供に努める。なお、令和８年度末の施設

数は、約３７千個となる見込みである。 

 

 

項   目 計 画 数 

公 衆 電 話 ▲６千個 

 

 (4) 総合ディジタル通信サービス 

   総合ディジタル通信サービスについての令和８年度末の回線数は、ＩＮＳ 

ネット６４が約３８８千回線、ＩＮＳネット１５００が、約１千回線となる 

見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

ＩＮＳネット６４ ▲６６千回線 

ＩＮＳネット１５００   ▲１千回線 
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２.データ伝送サービス 

   拡大するブロードバンドサービスの需要に対応し、“光”を中心としたアク

セスサービスの充実、及び多彩なサービスの提供に努める。なお、令和８年

度末のフレッツ光契約数は、令和７年度の純増数８万契約を含め、約１，０

５０万契約となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

フレッツ光 ８万契約 

 

 

３.専用サービス 

   専用サービスについては、令和８年度末の回線数は、一般専用サービスが 

約４９千回線、高速ディジタル伝送サービスが約２千回線となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

一般専用サービス ▲１９千回線 

高速ディジタル伝送サービス ▲１千回線 

 

 

４.電報サービス 

電報サービスについては、サービスの充実・業務の効率化を推進するための 

 システム維持等を実施する。 
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５.電気通信施設の改良・高度化 

(1) アクセス網の光化 

  アクセス網の光化については、ブロードバンドサービスの通信需要等に 

あわせ、効率的に推進する。 

 

項   目 計 画 数 

加入者光ケーブル ５０万心Ｋｍ 

 

(2) 通信網 

   通信網については、ブロードバンドサービスの通信需要等に対応しつつ、 

サービスの高度化、ネットワークの効率化及び信頼性の向上等を推進する。 

      

 (3) 防災対策 

防災対策については、電気通信設備の災害対策、緊急通信の確保対策、 

  大規模災害等を考慮した危機管理・復旧体制の強化及び災害発生後の情報 

  流通支援等、必要な対策を推進する。 

 

  (4) 通信線路の地中化 

通信線路の地中化については、通信設備の信頼性の向上、安全で快適な 

  通行空間の確保、都市景観の向上等の観点から、行政、自治体、他企業と 

  の連携を図りつつ推進する。 
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 (5) 施設整備 

施設整備については、安定的かつ良好なサービス提供に必要なケーブルの

取替等を実施し、お客様サービスの維持並びに作業の安全、社会環境との 

  調和、通信システムの維持安定化を図る。                             

  また、電気通信施設の改良・高度化にあたっては、既存設備の徹底活用等に 

  よるコストの低廉化を推進する。 

 

６. 研究開発の推進 

ＩＣＴやＡＩを始めとするデジタル技術を活用した社会の課題解決に向け、 

以下 3項目を柱とした技術領域の試験研究施策を推進する。 

 

(1）  ＡＰＮを始めとするＩＯＷＮの社会実装を加速させるネットワーク技術

の開発 

 

(2）  低コストでの高品質かつ安心安全なネットワークの維持・向上、 

オペレーション業務の高度化・効率化に資する技術の開発 

 

(3） 多様化するユーザ環境や業務環境の変化に対応した、ＡＩ・データ活用技 

術、柔軟なクラウド活用技術の開発 

  

以上の主要サービス計画及び設備投資計画の概要は別表のとおりである。 

 



別表-１

令 和 ８ 年 度 主 要 サ ー ビ ス 計 画

音声伝送サービス

加　入　電　話

増　　設 万加入 ▲45

移　　転 万加入 45

福祉用電話（シルバーホン） 百個 11

公　衆　電　話 千個 ▲6

総合ディジタル通信サービス

ＩＮＳネット６４ 千回線 ▲66

ＩＮＳネット１５００ 千回線 ▲1

データ伝送サービス

フレッツ光 万契約 8

専用サービス

一般専用サービス 千回線 ▲19

高速ディジタル伝送サービス 千回線 ▲1

区　　   別 単  位 計　　画

（光コラボレーションモデルを含む）
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別表-２

（単位：億円）

１．サービスの拡充・改善 　 2,030

(1)音　声　伝　送 　 850

(2)デ ー タ　伝　送 　 240

(3)専　　　用 940

(4)電　　　報 0

２．研 　究　  施　 設 　 10

３．共　通　施　設　等 　 160

　　合　　　　計 　 2,200

（注）このうち、アクセス網の光化分は約940億円である。

令 和 ８ 年 度 設 備 投 資 計 画

項　　目 所要見込額

（注）（注）
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別添-１

（添付資料）

令 和 ８ 年 度 収 支 計 画

（単位：億円）

収　益　の　部

営　業　収　益 12,840

音 声 伝 送 収 入 3,280

デ ー タ 伝 送 収 入 2,250

専　用　収　入 3,960

電　報　収　入 30

そ の 他 の 営 業 収 入 3,320

営　業　外　収　益 150

　　計 12,990

費　用　の　部

営　業　費　用 12,230

業　務　運　営　費 9,580

租　税　公　課 630

減　価　償　却　費 2,020

営　業　外　費　用 130

　　計 12,360

区　　別 金　　額

経　　常　　損　　益 630
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別添-２

（添付資料）

令 和 ８ 年 度 資 金 計 画

（単位：億円）

資　金　収　入

営　業　的　収　入 13,480
営　業　収　入 13,330
営　業　外　収　入 150

資　本　的　収　入 3,000
長 期 借 入 金 及 び 社 債 2,500
そ の 他 の 資 本 的 収 入 500

預　り　消　費　税  1,280
前 年 度 よ り の 繰 越 金 0

　　　　計 17,760

資　金　支　出

営　業　的　支　出 11,190
営　業　支　出 11,060
営　業　外　支　出 130

資　本　的　支　出 4,700
設　備　投　資 2,200
そ の 他 の 資 本 的 支 出 2,500

決　算　支　出 610
仮　払　消　費　税 1,260
翌 年 度 へ の 繰 越 金 0

　　　　計 17,760

区　　別 金　　額
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